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県社会保障推進協議会 鳥取県社保協通信 

各市町村の

採択結果: 

～提出 18市 
町村～ 
鳥取市と江府 
町は６月議会 
で 
 
鳥取市：６月ま 
で審議継続、 
岩美町：趣旨採 
択、智頭町：全 
会一致で採択 
八頭町：全会一 
致で採択、 
若桜町：不採択 
 
倉吉市：不採 
択、湯梨浜町： 
採択、三朝町： 
採択、北栄町： 
採択、琴浦町： 
全会一致で採 
択 
 
米子市：不採 
択、境港市：不 
採択、大山町： 
委員会で採択 
されたが本会 
議で不採択、 
伯耆町：不採 
択、江府町：次 
の議会で提出 
準備中、日吉 
津村：不採択、 
日野町：採択、 
南部町：不採 
択、日南町：不 
採択 

■社会保障制度改悪・患者負担

増、消費税１０％増税など、国民負

担増計画が次々と繰り出されてい

ます。75歳以上の後期高齢者の

医療費の窓口負担割合を、２割に

しては？ という議論が、厚生労働

省の審議会で行われているのも、

そうした動きのひとつです。             

■そこで、県社保協では、県内の

市町村の３月議会に、「『１割負担

の継続を』という意見書を国に出し

てほしい」と請願・陳情を行いまし

た。その結果、１８市町村（県内は

１９市町村あるが１町は時間切れ。

「７５歳以上の医療費２割化やめて！」の、

請願・陳情が県内８議会で採択されました 

 

７５歳以上１３０人が協力 「病院行けない」１割も 

 ■７５歳以上の後期高齢

者の医療費２割負担に関

する 75歳以上の当事者

への緊急アンケートは、

短期間で 130人を超える

回答がありました。複数の

医療機関にかかっている

高齢者が多く（図）、医療

費の自己負担が収入の１

割以上、という方も一定数

いました。 

■とくに気になったのは、

「窓口負担が 2割になっ

たらどう思うか？」と質問し

た自由記載欄への答え

次に再挑戦）のうち、８議会で採択、

９議会で不採択、１議会が継続審議

でした。すべての議員が賛成した町

も複数あり、「予想外だった」と驚く議

員さんまで。高齢者の医療費負担を

倍にしようという国の議論に、鳥取か

ら一石を投じたといえるのではない

でしょうか。  

■請願・陳情書とともに、各議会に

出した関連資料のうち、「負担２割に

ついての当事者アンケート」がありま

したが、年明けに緊急にとったもの。

１３０人が協力、切実な声を寄せてく

ださいました（下段参照）。 

で、「治療を止める」「具合

が悪くても医療にかから

ない」など、受診をあきら

める人が回答者の１割を

占めたことです。老後の

生活保障である年金がも

ともと低いうえに、最近は

減額もされています。 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県社保協では現在、医療団体

である鳥取民医連と共同で、国

民健康保険（国保）の問題にとりく

んでいます。 

日本には、日本に在住する人

皆が医療保険に入って、健康を

保持することのできる「国民皆保

険」という仕組みがあります。今

回、私たちがとりあげている「国

保」は、その国民皆保険を支える

大事な医療保険ですが、何点か

深刻な問題があります。 

問題の一つは、加入している

人の状況です。無職やワーキン

グプア（仕事を持っているが低賃

金で生活が貧困ライン）の方が加

入者の８割にもなります。  

二つ目の問題は、保険料。保

険料の負担の重さが他の保険よ

りも際立っていることです。払いき

れず滞納している人が鳥取県内

いま、国民健康保険（国保）の      
「加入者アンケート」を始めています 

■ アンケート集めに協力下さる方も、募集しています 

鳥取県社会保障推進

協議会（県社保協） 

社保協（しゃほきょう） 

とは？ 
日本の社会保障制度の改

善をめざし、医療、福祉関

連諸団体、労働組合、女

性団体などが集まって、

1958年に創設されました。 

朝日訴訟、小児マヒから子

どもを守る運動、70年代

の老人医療費無料化の運

動など、医療、年金、福

祉、介護などの改善運動

をすすめてきています。 

  

 現在、全国労働組合総

連合など 27労働組合、全

国保険医団体連合会など

13団体が参加。 

47都道府県すべてに県社

保協があり、鳥取では、

1997年に「鳥取県社会保

障推進協議会」が発足、現

在 14団体が加盟していま

す。 

鳥取県社会保障推進協議会                                           

〒６８０-０８３３ 鳥取市末広温泉町５７１ （事務局・鳥取民主医療機関連合会） 

             TEL０８５７－２９－３５９８ FAX０８５７－２０－２１４３ 

 

ご案内   社会保障講座     ≪参加費無料≫ 

～生活不安の背景と真の社会保障改革を問う～ 

とき：６月１日（土）15:00～16:30   場所：倉吉体育文化会館 2階 中研修室 

                         倉吉市山根 529-2 ℡０８５８－26－444１ 

講師：伊藤 周平さん（鹿児島大学教授） 

繰り返される社会保障の後退。憲法 25条の「すべて国民は健康で文化的な最

低限度の生活を営む権利」が崩れ、庶民は生活不安を強く感じています。なぜか

の問いに応えつつ、真の社会保障改革と税制改革のあるべき姿を問いかけます。  

   

 今こそ市民が力を合わせ、社会保障解体 NO! 

切り捨てから充実へのアクションを起こしましょう。 

若者の年金はどうなるの？  

減る年金・延びる支給開始年齢!  

いくら働いても広がる格差と貧困！ 

年金、医療、介護、後期高齢者医療、生活保護など等! 

安心の社会保障再生と、その財源は! 

でも加入世帯の１割以上になりま

す。 

おまけに、保険料を滞納した人に

は、正規の保険証がとりあげられ、

有効期間の短い「短期保険証」や、

いったん窓口で１０割の医療費を支

払う必要のある「資格証明書」に切り

替わる、というペナルティーを行う自

治体もあります。 

その結果、病気の治療ができずに

手遅れにつながります。そこで、加

入者に、保険料の負担感や、滞納

の経験の有無、困りごとがないかな

どをアンケートで聞き、鳥取での実

態をまとめ、行政に要望します。ご協

力ください。 

すでに戻ってきているアンケート

をみると、ほとんどの回答者が「保険

料が高くて苦しい」というご意見。さら

に「お金がなくて受診をがまんした」

という方も複数おられます。 

 

 


